
 

 

宮城県土地利用基本計画改正の要否について 
 

 

1. 過去の状況 

これまでの改正状況を確認すると、県国土利用計画の策定の翌年度に県土地利用基本

計画を改正している（ただし、東日本大震災の影響を受けた第五次見直しを除く）。 

 

（これまでの改正状況） 

 
 

2. 対応案 

県国土利用計画の見直し内容は、ＤＸ推進視点の追加や、再生可能エネルギー地域共

生促進税条例の追加などが主なものであり、計画の基本方針（根幹）に関わる部分は

変更しておらず、また、今回は県国土利用計画の策定ではなく見直しであるため、県

土地利用基本計画は改正しない。 

 

3. 今後の予定（案） 

次期県国土利用計画策定（第七次計画は令和 12年度策定予定）までに県土地利用基本

計画のあり方を検討する。 

 

年度 （国）国土利用計画 （県）国土利用計画 土地利用基本計画

H4

H5 H5.7　第三次策定 H6.3　策定

H6

H7 H8.2　第三次策定

～ ～ ～ ～

H11 H12.3　第四次策定

H12 H13.3　策定

～ ～ ～ ～

H20 H20.7　第四次策定

H21 H22.3　第五次策定

H22 H23.3　策定

～ ～ ～ ～

H26 H27.3　第五次見直し

H27 H27.8　第五次策定 H28.3　策定

～ ～ ～ ～

R2 R3.3　第六次策定

R3 R4.3　策定

R4

R5 R5.7　第六次策定

R6

R7 R8.3　第六次見直し

R8

～ ～ ～ あり方を検討

R12 R13.3　第七次策定

R13

R14
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細区分

細区分

× ×

× × ← ←

× × ×

× × ○ ○

← ← ← ← ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ × ×

× × ← ← ○ ○ ○ ○ × ×
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宮城県土地利用基本計画書の概要

１ 県土利用の基本理念

県土利用は持続可能な地域社会の実現に向けて県民の理解と協力の下に，総合的かつ計画的に行う

安全性を高め，持続可能で豊かな県土の形成を実現する県土利用

(1)適切な県土管理と
機能的なまちづくり

２ 県土利用の基本方向

(2)自然環境・美しい景
観等の保全・再生・活用

(3)安全・安心を実現
する県土利用

(4)複合的な施策の推進
と県土の選択的利用

(5)多様な主体との連携

・需要に応じた都市機
能の最適化
・持続可能で効率的な
農業経営及び農地管理
・官民協働による森林
の整備・保全
・県土全体に係る有効
な自然的土地利用

・自然環境と景観を
総合的に保全
・美しい景観を維持，
創出
・自然の仕組みを上
手に利用した共生型
の県土づくり

・「災害に強いまちづ
くり宮城モデル」の推
進
・ハード・ソフト両面
からの防災・減災対策
・災害危険区域指定等
による土地利用制限の
導入を検討

・地域の実情に応じた
県土利用のあり方の検
討
・県土の特徴を活かし
た移住・定住策の推進
・農地や森林の維持管
理に向けた工夫

・公共用地等の管理に
住民や企業など様々な
主体が参画
・ＮＰＯなどによる自
然環境保護などへの参
画を推進
・地域づくりのあり方
を官民一体となって構
想・構築

３ 地域類型別の土地利用の基本方向

都 市

農山漁村

自然維持地域

低未利用地・
その他

・災害に強く安全で快適な居住空間の確保 ・都市機能の集約，土地利用の高度化及び低未利用地の有効活用

・優良農地及び森林の確保と良好な維持管理 ・多面的機能の維持と環境への負荷軽減への配慮
・安全性に配慮した機能向上に資する土地利用

・優れた自然環境の保全，再生，管理 ・自然に関する理解醸成を踏まえた土地利用
・気候変動対策との調和

・都市地域，宅地における低未利用地の管理又は活用 ・農山漁村地域における低未利用地の管理又は活用
・津波被災地における低未利用地の管理又は活用

４ 地域別の土地利用の基本方向

県北西部地域

県北東部地域

沿岸部

河川流域

・中枢都市機能を引き続き充実させると共に，都市と自然が調和した生活空間を引き続き形成

・地域住民の生活確保を第一とした都市機能の最適化を図り，住み続けられるまちづくりを行う

・「再構築が進んだ沿岸市街地と北上山地を挟み内陸にある市街地の交流」と「中心都市の活性化」を進める

・震災後に大きく変化した土地利用を踏まえ，地域の状況に応じた持続可能な地域社会の形成に取り組む

・農地や森林を生かした「流域治水」による防災機能の高度な発揮に取り組む

県中南部地域

５ 土地利用の原則

地域 都市地域 農業地域 森林地域 自然公園地域 自然保全地域

細区
分

・用途地域
・市街化区域
・市街化調整区域
・その他

・農用地区域
・その他

・保安林
・その他

・特別保護地区
・特別地域
・普通地域

・特別地区
・普通地区

原則
一体の都市として総
合的に開発

総合的に農業の振興
を図る

林業振興，森林の諸
機能の維持増進

優れた自然の風景地
の保護，利用の増進

良好な自然環境を形
成し，保全を図る

１ 五地域区分の重複する地域における土地利用の調整指導方針

２ 土地利用調整上留意すべき事項

(2)大規模な土地利用転換と自然的土地利用の共存・調和

(3)郊外部における計画的な土地利用誘導

ハード・ソフト両面からの災害・水害対策を実施
(1)災害に強いまちづくりのための土地利用

県土の保全・安全性の確保，環境の保全，地域の実情に合わせた配慮

都市機能の集約，持続可能な地域社会の形成に資する土地利用

社会的目標を確保するため当該計画に基づく事業が円滑に実施されるよう，土地
利用上配慮する

計画名 事業目的 規模 位置 計画・事業主体

王城寺原演習場
周辺緑地整備計画

緑地整備
259
ha

黒川郡
大和町

東北防衛局

機能分担
交流連携

地域間のつながり

内陸部 ・農地，森林について，人口減少下においても一定の管理水準を維持するよう努める

変更箇所


